
子どもの食と栄養　第2版

頁 場所 修正前 修正後 補足 掲載

第1章　子どもの健康と食生活の意義

13 1〜2行目 健康日本21
★3

（第2次） 健康日本21
★3

（第三次） 情報更新 23/11/10

13 3行目 食塩量の目標値は8 g 食塩量の目標値は7 g 情報更新 23/11/10

13 側注 ●野菜摂取量の平均値→第8章 図6 ●野菜摂取量の平均値→第8章 図6

「2019（令和元）年国民健康・栄養調査」

では約280 gに低下している。

情報更新

23/11/10

第2章　栄養に関する基礎知識

27 8行目 細胞膜を通過できる単糖 細胞膜を通過して吸収される単糖 23/11/10

27 15行目 体に吸収された多糖類や二糖類はグル

コースに変えられ，

消化を受けて小腸から吸収されたグ

ルコースは，
23/11/10

第3章　栄養に関する制度

43 表4 ※1参照 情報更新

2023/12/22公開分

に追加（「表示が勧

められている20品

目」内の「まつたけ」

を「マカダミアナッ

ツ」に修正，脚注＊2

を追加）

24/01/12

第8章　生涯発達と食生活

110 下から3行目 「健康日本21
●

（第2次）」 「健康日本21
●

（第三次）」 情報更新 23/11/10

第12章　アレルギー疾患をもつ子どもの食と栄養

165 下から12行目 落花生（ピーナッツ）の7品目は表示義

務がある
●

。つまり，この7品目が

落花生（ピーナッツ），くるみの8品目は

表示義務がある
●

。つまり，この8品目が

情報更新
23/12/22

165 側注（1つ目） ●表示されるアレルゲン

　→第3章 表4

●表示されるアレルゲン

　→第3章 表4

くるみの表示義務化については経過措

置期間が設けられており，完全施行は

2025年4月1日からとなる。

情報更新

23/12/22

165 下から9行目 一方，7品目以外の食物は， 一方，8品目以外の食物は， 情報更新 23/12/22

165 下から8行目 この7品目以外の食物の この8品目以外の食物の 情報更新 23/12/22

巻末付録

173 5，身長体重曲線の

区分，出典

※2参照 情報更新
23/11/10

図表

※1

正誤表・更新情報

■第2版　第3刷（2023年2月25日発行）の修正・更新箇所
※第1刷からの修正箇所は https://www.yodosha.co.jp/correction/9784758109116_corrections.pdf をご参照ください

赤丸部分の修正と，下線部の追加をお願いいたします．［情報更新］［2024/1/12修正更新］

本書中に訂正・更新箇所等がございました。お手数をお掛けしますが、下記ご参照頂けますようお願い申

しあげます （2024年1月12日）

「くるみ，」を削除



※2 赤丸部分の修正と，下線部の追加をお願いいたします．［情報更新］


